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就業規則、助成金、労働法務に関するご相談、労働・社会保険や給与

計算等の手続き代行は社会保険労務士にお任せ下さい！  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【事務所の概要】  
 
伊原社会保険労務士事務所 
〒164-0001 東京都中野区中野 2-12-11 飯尾ビル 2F 

フリーダイヤル：0120-916-601 （平日 9 時～21 時 受付中） 

FAX：03-6304-8852  E-mail：info@sr-ihara.com 
URL：http://sr-ihara.com  
 Yahoo! で「中野区 社会保険労務士」で検索して下さい。 
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「総人件費で考え、賞与をうまく利用する」 
 
   ※紙面の都合上、その２は次回以降に掲載させていただきます。 

毎月先着 5 社限定！無料（労務管理）相談会実施中 ☆各社 1 回 1 時間まで☆ 
 
 総合労働相談コーナーに寄せられた平成２０年度の相談件数は約１０８万件となるなど、労使間

トラブルに関する相談が各方面に多く寄せられております。弊所においても、個人からの問い合わ

せ件数が増えており、目の当たりにしている状況です。 
さて、使用者サイドの業務を中心に、企業のリスク回避、トラブル発生時の初期対応として、毎

月５社を限定として、無料相談会を実施する運びとなりました。 
簡単なご相談でも構いませんので、お気軽にご連絡下さい。なお、予約制とさせて頂きます。 
 
伊原社会保険労務士事務所 TEL：0120-916-601 E-mail：info@sr-ihara.com 



残業代請求への対応を万全に！（その１） 
 
残業代の適正な支給を行っていますでしょうか。少なくとも、労使間トラブルに対抗できる対策

を講じているでしょうか。 
これが今月の事務所だよりのすべてであるかもしれません。経営者サイドの意見として、人件費

の増大は頭の痛いところではあります。しかし、これだけ残業代に関する法律上の知識が一般労働

者の間にも広がった今、残業をさせたにも関わらず、支払いがなされないということは、大きなト

ラブルに成り得ることを再認識して頂ければと思います。つまり、今までの労使関係や経営者サイ

ドにとっての法律の都合のよい解釈が通じなくなってきたということが、まさしく労働相談１００

万件時代なのです。 
 
 残業代請求をされやすいタイミング 
 
退職後に請求してくるケースが圧倒的に多いようです。在職中は、残業代請求をすることによっ

て様々な不利益を被ることを警戒していると考えられます。 
特に多いパターンとして、最終給与や退職金が支給された後、内容証明が送られてくるケースで

す。在職中からいつか請求してやろうと悪意を持っていた者、退職後に残業代が適正に支払われて

いないとインターネットや第三者から知識を得た者など、きっかけは様々なようです。 
 
 残業代（割増賃金）の基本的な計算方法 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 



 
 
 労働時間を管理するのは使用者の義務 
 
 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」という通達がとても有名

なものとなっています。労働時間管理については使用者に義務があるという基本的な考え方と管理

方法を説明しています。東京労働局からもリーフレットが出ているので、仮に、この通達の要旨な

どをご存じないようでしたら、顧問の社会保険労務士などに説明を求めて下さい。 
同様に、訴訟の世界でも、使用者義務を教示したものが多くなっています（例：ゴムノイナキ事

件 大阪高裁平成１７年１２月１日判決など）。労働時間を表記した客観的な資料は、具体的な証拠

として使用されることになります。 
 
 残業代請求への基本的な防衛策１「労働時間の管理と適正な証拠化」 

 
例えば、次の事項はルーチンワークとして日々正確に行われていますでしょうか。客観的資料を

もとに、適正な管理と支払いが行われていたという事実を立証するための証拠づくりは、まさに

日々の積み重ねとなります。 
 
 タイムカード等で具体的かつ客観的な労働時間管理をしているか。 
 業務時間中に私用に時間を使っていた（私用外出なども含む）などの状況があるのであれば、

具体的に「いつ、どのようなことに何時から何時まで費やしていたのか」などの記録を残し



ているか。申し出のないいわゆる「さぼり」に該当する場合には、適時指導を行い記録して

いるか。 
 休憩時間について、「法律上の休憩」として適正な取得が行われているか。 
 始業時刻前の「早出」について、対応策を講じているか。 

いわゆる「早出」も使用者の指揮命令下にあれば、「労働時間」に該当します。労働者は当

然この部分についても残業代請求をしてくるものと考えられます。労働時間ではなかったこ

とを客観的に立証できますでしょうか。 
 端数や計算単位（１分単位で労働時間を算定する必要あり）の確認はできているか。 
 無駄な残業（いわゆるダラダラ残業）への対策は行っているか。 

残業禁止命令、残業許可制、残業が生じうる場合には役席者へ引きつぐなどの事務手続きル

ールの明確化と周知など。 
 残業および労働時間管理の実態と、「就業規則」、「雇用契約書」は整合性がとれているか。 

 
 残業代請求への基本的な防衛策２「総人件費で考え、賞与をうまく利用する」 
 
人件費は福利厚生部分を除けば、主に次のような部分から成り立っています。 
 

総人件費（予算）＝ 基本給 ＋ 手当 ＋ 残業代 ＋ 賞与・・・A 
 
残業をすればするほど、一方的に「総人件費」が増加することになります。総人件費が増加する

ということは、利益が減少しているということを意味するのです。 
総人件費を増やすことができるのであれば、そもそも問題はありませんが、この不況下で人件費

の増大は頭の痛いところとなります。 
 
総人件費を現状維持のままにしたいのであれば、A の式の右側において、いずれかの項目を削減

する、もしくは、残業時間そのものを減らすといった対応を行わない限りは、適正な支払いがなさ

れないこととなります（＝つまりは残業代請求のリスクが残る）。 
 
① 基本給を下げる → 労働条件の不利益変更に該当。基本的に労働者の個別の同意が必要 
② 手当を下げる → ①と同様 
③ 残業代を下げる  

→ 残業時間そのものが減れば自然減となる。残業時間を減らせないのであれば、単に支払わな

いというだけでは法令違反かつ対策になっていない。 
④ 賞与を下げる  

→ 賃金規程や労働慣行から、具体的な金額の請求権となっていない場合には、労働条件の不利

益変更とならない。合理的な手段と成り得る。 
 

賞与をうまく使いましょう！！ 
例えば、年間の総人件費を考えた場合に「賞与」で支給するのか、「残業代」で支給するのかを検

討することになります。「賞与」が具体的な金額の請求権として認められていないことを前提とでき

るのであれば、「残業代」は法律上支払わなければならないものであることを考えると、どちらの支

給を優先すべきかは明白でしょう。残業代をとりあえず支払うことを優先すべきとなります。 
 



賞与減額に伴い、モチベーション低下を懸念されるところですが、残業を減らし、効率のよい短

時間労働が実現された場合には「賞与」として支給されることを告げて、労使の協力体制を築くな

どの方法も十分に検討に値します。 
 
基本的な防衛策はまだまだあります。続きは、次回以降の事務所だよりに掲載いたします。無料相

談も行っておりますので、ご質問などお声掛け下さい。 
 

伊原社会保険労務士事務所 
中野区中野 2-12-11 飯尾ビル 2F 

TEL：03-6304-8851 
E-mail：info@sr-ihara.com 


